
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
九
月
三
日 

広
島
県
知
事  

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

特
定
非
営
利
活 

動
法
人
の
名
称 
代
表
者 

の
氏
名 

主
た
る
事
務
所 

の
所
在
地 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ゆ
り
か

ご
の
家 

木
葉 
ひ
と

み 
広
島
県
尾
道
市
高

須
町
二
八
三
九
番

地 

こ
の
法
人
は
、広
く
社
会
福
祉
を

必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
、多
様

な
支
援
を
提
供
す
る
地
域
福
祉

の
拠
点
と
な
る
事
業
所
を
設
立
、

運
営
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も

に
、様
々
な
状
態
で
福
祉
支
援
を

必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者

が
尊
厳
あ
る
生
活
を
続
け
て
い

け
る
よ
う
、
介
護
・
看
護
技
術
及

び
社
会
福
祉
教
育
の
普
及
に
努

め
、市
民
が
お
互
い
に
支
え
合
え

る
社
会
福
祉
を
実
現
し
、穏
や
か

で
誰
も
が
主
役
に
な
れ
る
生
活

の
確
立
、向
上
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
一
年 

八
月
二
〇
日 

 


